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【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目８番10号

晴海アイランド　トリトンスクエア　オフィスタワーX棟　14階

【電話番号】 (03)6758-2470番（代表）

【事務連絡者氏名】 代表執行役CFO　　本多　慶行

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】
 
一般募集 3,955,215,600円

引受人の買取引受による売出し 5,957,740,000円

オーバーアロットメントによる売出し 1,510,367,600円

（注）１．募集金額は、発行価額の総額であり、平成29年３月31

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行

価格の総額は上記の金額とは異なります。

２．売出金額は、売出価額の総額であり、平成29年３月31

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 2,562,000株
権利内容に何ら限定のない当社株式における標準となる株式

単元株式数　100株

　（注）１．会社法第416条第４項に基づく平成15年10月22日及び平成16年７月26日開催の取締役会における決議による

委任に従い、平成29年４月10日付の代表執行役CEOの決定により発行します。

２．本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株式

（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）

にあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社

株主から938,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売

出し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３．一般募集及び引受人の買取引受による売出しとは別に、会社法第416条第４項に基づく平成15年10月22日及

び平成16年７月26日開催の取締役会における決議による委任に従い、平成29年４月10日付の代表執行役CEO

の決定によって、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し

等について」に記載の野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式938,000株の第三者割当増資（以下

「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決定しております。

４．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」

をご参照下さい。

５．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

　平成29年４月18日（火）から平成29年４月21日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」とい

う。）に決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異

なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ

る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

 

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 2,562,000株 3,955,215,600 1,977,607,800

計（総発行株式） 2,562,000株 3,955,215,600 1,977,607,800

　（注）１．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額とします。

４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成29年３月31日（金）現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

（注）１.２.

発行価格等決定日

の株式会社東京証

券取引所における

当社普通株式の普

通取引の終値（当

日に終値のない場

合は、その日に先

立つ直近日の終

値）に0.90～1.00

を乗じた価格（１

円未満端数切捨

て）を仮条件とし

ます。

未定

（注）１.

２.

未定

（注）１.
100株

自 平成29年４月24日(月)

至 平成29年４月25日(火)

（注）３.

１株につ

き発行価

格と同一

の金額

平成29年４月28日(金)

（注）３.

　（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

り需要状況を勘案した上で、平成29年４月18日（火）から平成29年４月21日（金）までの間のいずれかの日

（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ

り受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額

を新規発行株式の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以

下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価

額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上

限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出

しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目

論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る

有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ

イト（[URL] http://www.sumida.com/news/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。また、発行

価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項

分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動

して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、

新聞等による公表は行いません。

２．前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決

定する予定であります。

なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需

要状況の把握期間は、最長で平成29年４月17日（月）から平成29年４月21日（金）までを予定しております

が、実際の発行価格等の決定期間は、平成29年４月18日（火）から平成29年４月21日（金）までを予定して

おります。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成29年４月18日（火）の場合、申込期間は「自　平成29年４月19日（水）　至　

平成29年４月20日（木）」、払込期日は「平成29年４月25日（火）」

②　発行価格等決定日が平成29年４月19日（水）の場合、申込期間は「自　平成29年４月20日（木）　至　

平成29年４月21日（金）」、払込期日は「平成29年４月26日（水）」

③　発行価格等決定日が平成29年４月20日（木）の場合、申込期間は「自　平成29年４月21日（金）　至　

平成29年４月24日（月）」、払込期日は「平成29年４月27日（木）」

④　発行価格等決定日が平成29年４月21日（金）の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５．申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６．申込証拠金には、利息をつけません。

７．株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

EDINET提出書類

スミダコーポレーション株式会社(E01971)

有価証券届出書（参照方式）

 3/19



したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成29年４月18日（火）の場合、受渡期日は「平成29年４月26日（水）」

②　発行価格等決定日が平成29年４月19日（水）の場合、受渡期日は「平成29年４月27日（木）」

③　発行価格等決定日が平成29年４月20日（木）の場合、受渡期日は「平成29年４月28日（金）」

④　発行価格等決定日が平成29年４月21日（金）の場合、受渡期日は「平成29年５月１日（月）」

となりますのでご注意下さい。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　浅草支店 東京都台東区雷門二丁目17番12号

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 2,177,700株

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、払込期日に払込取扱場

所へ発行価額と同額を払込

むことといたします。

３．引受手数料は支払われませ

ん。ただし、一般募集にお

ける価額（発行価格）と発

行価額との差額は引受人の

手取金となります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 384,300株

計 ― 2,562,000株 ―

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

3,955,215,600 28,000,000 3,927,215,600

　（注）１．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

また、消費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成29年３月31日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額3,927,215,600円については、一般募集と同日付をもって代表執行役CEOが決定した本件

第三者割当増資の手取概算額上限1,440,084,400円と合わせた手取概算額合計上限5,367,300,000円について、

4,450,000,000円を平成29年４月から平成30年１月までの間に当社子会社への投融資資金に充当し、残額につ

いては財務体質改善のため、平成29年12月31日までに設備投資等の目的で金融機関から借り入れた有利子負債

の返済資金に充当する予定であります。具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であ

ります。また、投融資先である子会社はイモビライザーアンテナやABS/ESC（注）等の車載関連製品、充電用

アダプターやスマートフォン等の家電製品関連製品の製造を行っており、投融資資金の具体的な資金使途は次

のとおりです。

（注）　ABSとは急ブレーキ時の車輪ロックによる滑走走行を低減する装置で、一般的にアンチロック・ブ

レーキ・システムと呼ばれ、ESCとは横滑りを防止する装置で、一般的にエレクトロニック・スタビ

リティー・コントロールと呼ばれます。

①　Sumida Electric (JI'AN) CO., Ltd.（中国・江西省）においては、中国・広州エリアにあるSumida

Electric (H.K.) Company Limitedの委託加工先工場で従来生産していた家電製品関連の製品移管に加

え、車載関連製品の生産能力の増強を進めるための工場増設及び車載関連製品生産ライン増設のための設

備投資資金として1,500,000,000円（平成29年５月から平成30年１月までに支出予定）

②　SUMIDA ELECTRONIC QUANG NGAI CO., LTD.（ベトナム・クワンガイ）においては、中国・広州エリアの

Sumida Electric (H.K.) Company Limitedの委託加工先工場から家電製品関連製品生産の移管を更に推

進、拡大するために、新規自社工場建設資金として500,000,000円、新規工場と合わせた機能性を高める

目的で、現在の賃貸工場を自社工場とするための購入資金として500,000,000円（平成29年６月から平成

29年11月までに支出予定）

③　SUMIDA ROMANIA S.R.L.（ルーマニア）においては、需要拡大が見込まれる車載関連製品の生産能力増強

等の工場増設及び工場増設に伴う車載関連製品の製造機器の購入費用の一部として250,000,000円（平成

29年８月から平成29年11月までに支出予定）

④　SUMIDA Slovenija,d.o.o.（スロベニア）においては、需要拡大が見込まれる車載関連製品の生産能力増

強等の工場増設及び工場増設に伴う車載関連製品の製造機器の購入費用の一部として100,000,000円（平

成29年８月から平成29年11月までに支出予定）

⑤　SUMIDA AG（ドイツ）においては、新製品開発を目的とした研究開発施設拡充のための設備投資資金の一

部として100,000,000円（平成29年５月から平成29年８月までに支出予定）

⑥　Sumida Electric (H.K.) Company Limited（香港）においては、車載関連製品製造ラインの増設及び、車

載関連製品製造ラインの一部工程を、労働集約型から自動化型へ移行するための設備投資資金として

1,200,000,000円（平成29年５月から平成29年12月までに支出予定）

⑦　SUMIDA ELECTRIC (GUANGXI) CO., LTD.（中国・南寧市）においては、家電製品関連製品の生産移管によ

る受注増に対応するための製造ラインの設備投資資金として300,000,000円（平成29年５月から平成29年

12月までに支出予定）

　なお、上記③乃至⑤において当該充当額で不足する資金につきましては、いずれも当社の自己資金及び借入

金による投融資資金で賄う予定であります。
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　また、第三部　参照情報　第１　参照書類の１　有価証券報告書（第62期）「第一部　企業情報　第３　設

備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　(1）重要な設備の新設等」に記載された当社グループの設備投資

計画について、本有価証券届出書提出日（平成29年４月10日）現在、その詳細は以下のとおりとなっておりま

す。

会社名
事業者名

所在地
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

Sumida

Electric

(JI'AN) CO.,

Ltd.

中国・江西省
アジア・パシ

フィック事業

建物／製造

設備／機械
1,500 ―

当社による本件

調達資金からの

投融資資金

平成29年

４月

平成30年

１月

（注）２．

建物：

約6,400㎡

SUMIDA

ELECTRONIC

QUANG NGAI

CO., LTD.

ベトナム・ク

ワンガイ

アジア・パシ

フィック事業

建物／製造

設備／機械
1,000 ―

当社による本件

調達資金からの

投融資資金

平成29年

５月

平成29年

11月

（注）２．

建物：

約10,000㎡

Sumida

Electric

(H.K.)

Company

Limited

香港
アジア・パシ

フィック事業

製造設備／

機械
1,200 ―

当社による本件

調達資金からの

投融資資金

平成29年

４月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

ELECTRIC

(GUANGXI)

CO., LTD.

中国・南寧市
アジア・パシ

フィック事業

製造設備／

機械
300 ―

当社による本件

調達資金からの

投融資資金

平成29年

４月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

AMERICA

COMPONENTS

INC.

米国・シカゴ
アジア・パシ

フィック事業
備品 5 ― 自己資金

平成29年

４月

平成29年

12月
（注）２．

Sumida

Electric

(Changde)

Co., Ltd.

中国・湖南省
アジア・パシ

フィック事業

製造設備／

機械
82 57 自己資金

平成29年

１月

平成29年

12月
（注）２．

スミダ電機株

式会社
日本

アジア・パシ

フィック事業

建物付属設

備／車輌／

備品

96 5 自己資金
平成29年

１月

平成29年

12月

（注）２．

車輌：１台

Sumida

Electric

(Thailand)

Co., Ltd.

タイ
アジア・パシ

フィック事業

製造設備／

機械
97 7

自己資金及び借

入金

平成29年

１月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

ELECTRONIC

VIETNAM CO.,

LTD.

ベトナム
アジア・パシ

フィック事業

製造設備／

機械
44 1 自己資金

平成29年

１月

平成29年

12月
（注）２．

Guangzhou

Sumida

Electric

Co., Ltd.

中国・広東省
アジア・パシ

フィック事業

製造設備／

機械
157 126

当社による本件

調達資金以外か

らの投融資資金

平成29年

１月

平成29年

12月
（注）２．

スミダパワー

テクノロジー

株式会社

日本
アジア・パシ

フィック事業

製造設備／

機械
4 ― 自己資金

平成29年

５月

平成29年

12月
（注）２．

東莞勝美達

（太平）電機

有限公司

中国・広東省
アジア・パシ

フィック事業

製造設備／

機械
95 60 自己資金

平成29年

１月

平成29年

12月
（注）２．
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会社名
事業者名

所在地
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

SUMIDA

ROMANIA

S.R.L.

ルーマニア EU事業
建物／製造

設備／機械
268 ―

当社による本件

調達資金及び本

件調達資金以外

からの投融資資

金

平成29年

８月

平成29年

11月
（注）２．

SUMIDA

Slovenija,

d.o.o.

スロベニア EU事業
建物／製造

設備／機械
161 ―

当社による本件

調達資金及び本

件調達資金以外

からの投融資資

金

平成29年

８月

平成29年

11月
（注）２．

SUMIDA AG ドイツ EU事業
建物／研究

開発設備
276 ―

当社による本件

調達資金及び本

件調達資金以外

からの投融資資

金

平成29年

５月

平成29年

８月

（注）２．

建物：

約2,000㎡

SUMIDA

Components &

Modules GmbH

ドイツ EU事業
製造設備／

機械
1,006 241

当社による本件

調達資金以外か

らの投融資資金

平成29年

１月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

COMPONENTS

DE MEXICO,

S.A.DE C.V.

メキシコ EU事業
製造設備／

機械
275 ―

当社による本件

調達資金以外か

らの投融資資金

平成29年

５月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

flexible

connections

GmbH

ドイツ EU事業
製造設備／

機械
240 ―

当社による本件

調達資金以外か

らの投融資資金

平成29年

５月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

Lehesten

GmbH

ドイツ EU事業
製造設備／

機械
140 ―

当社による本件

調達資金以外か

らの投融資資金

平成29年

５月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

Components

GmbH

ドイツ EU事業
製造設備／

機械
87 ― 自己資金

平成29年

５月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

electronic

Shanghai

Co., Ltd.

中国・上海 EU事業
製造設備／

機械
91 ― 自己資金

平成29年

５月

平成29年

12月
（注）２．

SUMIDA

Electronic

SuQian Co.,

Ltd.

中国・江蘇省 EU事業
製造設備／

機械
29 ― 自己資金

平成29年

５月

平成29年

12月
（注）２．

vogtronics

GmbH
ドイツ EU事業

製造設備／

機械
7 ― 自己資金

平成29年

５月

平成29年

12月
（注）２．

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．完成後の増加能力は合理的に算出する事が困難なため、記載を省略しております。
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第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　平成29年４月18日（火）から平成29年４月21日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される

引受価額にて後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当

該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の

総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金としま

す。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式 3,700,000株 5,957,740,000
東京都台東区上野一丁目19番10号

ヤワタビル株式会社

　（注）１．一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出し

の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」

をご参照下さい。

３．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．売出価額の総額は、平成29年３月31日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を

基準として算出した見込額であります。

 

２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込
単位

申込
証拠金
（円）

申込
受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称
元引受契
約の内容

未定

(注)１．２．

発行価格等決定

日の株式会社東

京証券取引所に

おける当社普通

株式の普通取引

の終値（当日に

終値のない場合

は、その日に先

立つ直近日の終

値 ） に 0.90～

1.00を乗じた価

格（１円未満端

数切捨て）を仮

条件とします。

未定

(注)１．

２．

自　平成29年

４月24日(月)

至　平成29年

４月25日(火)

(注)３．

100株

１株につ

き売出価

格と同一

の金額

右記金融

商品取引

業者の本

店及び全

国各支店

東京都中央区日本橋一丁目９番

１号

野村證券株式会社

 

東京都千代田区丸の内三丁目３

番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

(注)４．

　（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

り需要状況を勘案した上で、平成29年４月18日（火）から平成29年４月21日（金）までの間のいずれかの日

（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売

買代金）を決定いたします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ

れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入

額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、

引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー

バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行

価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か

ら 申 込 期 間 の 末 日 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （[URL]

http://www.sumida.com/news/）（新聞等）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証
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券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしなが

ら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載

内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ

ん。

２．前記「１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは

異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．株式の受渡期日は、平成29年５月１日（月）であります。

申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決

定する予定であります。

なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需

要状況の把握期間は、最長で平成29年４月17日（月）から平成29年４月21日（金）までを予定しております

が、実際の発行価格等の決定期間は、平成29年４月18日（火）から平成29年４月21日（金）までを予定して

おります。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成29年４月18日（火）の場合、申込期間は「自　平成29年４月19日（水）　至　

平成29年４月20日（木）」、受渡期日は「平成29年４月26日（水）」

②　発行価格等決定日が平成29年４月19日（水）の場合、申込期間は「自　平成29年４月20日（木）　至　

平成29年４月21日（金）」、受渡期日は「平成29年４月27日（木）」

③　発行価格等決定日が平成29年４月20日（木）の場合、申込期間は「自　平成29年４月21日（金）　至　

平成29年４月24日（月）」、受渡期日は「平成29年４月28日（金）」

④　発行価格等決定日が平成29年４月21日（金）の場合は上記申込期間及び受渡期日のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４．元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１　募集要項　３　株式の引受け　引受けの条件」において決定される引

受人の手取金と同一といたします。

各金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名 引受株式数

野村證券株式会社 3,145,000株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 555,000株

５．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６．申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７．申込証拠金には、利息をつけません。

８．株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式 938,000株 1,510,367,600
東京都中央区日本橋一丁目９番１号

野村證券株式会社

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要

状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から938,000株

を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出

しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出し

そのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及

び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の

総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受

人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー

アロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格

等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申

込 期 間 の 末 日 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （[URL]

http://www.sumida.com/news/）（新聞等）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証

券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしなが

ら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載

内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ

ん。

２．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．売出価額の総額は、平成29年３月31日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を

基準として算出した見込額であります。

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間
申込
単位

申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約
の内容

未定

(注)１．

自　平成29年４月24日(月)

至　平成29年４月25日(火)

(注)１．

100株

１株につき

売出価格と

同一の金額

野村證券株式

会社の本店及

び全国各支店

― ―

　（注）１．株式の受渡期日は、平成29年５月１日（月）であります。

売出価格、申込期間及び受渡期日については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出

し）」において決定される売出価格、申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。

２．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３．申込証拠金には、利息をつけません。

４．株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹

事会社である野村證券株式会社が当社株主から938,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーア

ロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、938,000株

を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントに

よる売出しそのものが全く行われない場合があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以

下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は会社法第416条第４項に基づく平成15

年10月22日及び平成16年７月26日開催の取締役会における決議による委任に従い、平成29年４月10日付の代表執行役

CEOの決定によって、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式938,000株の第三者割当増資（本件第三者割当増

資）を、平成29年５月23日（火）を払込期日として行うことを決定しております。（注）１．

　また、野村證券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し

（以下「本件募集売出し」という。）の申込期間の終了する日の翌日から平成29年５月16日（火）までの間（以下

「シンジケートカバー取引期間」という。（注）２．）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所

においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケー

トカバー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全て

の当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株

式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至

らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により

取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

　オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得

し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村證券株式

会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当

増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最

終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　野村證券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメ

ントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式

会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における

新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

（注）１．本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。

(1）募集株式の種類及び数　　　　　　　　当社普通株式　938,000株

(2）払込金額の決定方法　　　　　　　　　発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集に

おける発行価額と同一とする。

(3）増加する資本金及び資本準備金の額　　増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる

ものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増

加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(4）割当先　　　　　　　　　　　　　　　野村證券株式会社

(5）申込期間（申込期日）　　　　　　　　平成29年５月22日（月）

(6）払込期日　　　　　　　　　　　　　　平成29年５月23日（火）

(7）申込株数単位　　　　　　　　　　　　100株

２．シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成29年４月18日（火）の場合、「平成29年４月21日（金）から平成29年５月16日

（火）までの間」

②　発行価格等決定日が平成29年４月19日（水）の場合、「平成29年４月22日（土）から平成29年５月16日

（火）までの間」

③　発行価格等決定日が平成29年４月20日（木）の場合、「平成29年４月25日（火）から平成29年５月16日

（火）までの間」

④　発行価格等決定日が平成29年４月21日（金）の場合、「平成29年４月26日（水）から平成29年５月16日

（火）までの間」
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となります。

 

２　ロックアップについて

　一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるヤワタビル株式会社並びに当社株主である

八幡滋行及びYawata Zaidan Limitedは野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人

の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）

中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出

し等を除く。）を行わない旨合意しております。

　また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに

は、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利

を付与された有価証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除

く。）を行わない旨合意しております。

　上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を

一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

 

１．募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の規

制に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出

しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによ

る当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（＊１））において、当該有価証券と同

一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムにおけ

る空売り（＊２）又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて

取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（＊３）の決済を行うことはできません。

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（＊２）に係る有価証券の借入れ（＊３）

の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得

させることができません。

＊１取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成29年４月11日から、発行価格及び売出価格を決定したことに

よる有価証券届出書の訂正届出書が平成29年４月18日から平成29年４月21日までの間のいずれかの日に提出さ

れ、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

＊２取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投資法人債券等の空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

＊３取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みま

す。

 

２．今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同

じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、

資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使

途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー

バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付

に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提

出 後 か ら 申 込 期 間 の 末 日 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （[URL]

http://www.sumida.com/news/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。また、発行価格等が決定される

前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかし

ながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内

容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

［株価情報等］

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成26年４月７日から平成29年３月31日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び

株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

 

　（注）１．・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２．ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

ＰＥＲ（倍）＝
週末の終値

１株当たり当期純損益

平成26年４月７日から平成26年12月31日については、平成25年12月期有価証券報告書の平成25年12月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純損失を使用。

平成27年１月１日から平成27年12月31日については、平成26年12月期有価証券報告書の平成26年12月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成28年１月１日から平成28年12月31日については、平成27年12月期有価証券報告書の平成27年12月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成29年１月１日から平成29年３月31日については、平成28年12月期有価証券報告書の平成28年12月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

（平成25年12月期は１株当たり当期純損失を計上しているため、ＰＥＲはマイナスとなっております。）
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２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成28年10月10日から平成29年３月31日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下

のとおりであります。

提出者（大量保有者）
の氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）

株券等保有
割合（％）

三井住友アセットマネジメ

ント株式会社 平成28年10月14日 平成28年10月21日
変更報告書

（注）１．

1,531,600 6.40

株式会社三井住友銀行 207,343 0.87

みずほ信託銀行株式会社

平成28年10月14日 平成28年10月21日
変更報告書

（注）２．

0 －

アセットマネジメントOne

株式会社
1,593,700 6.66

みずほ投信投資顧問株式会

社
0 －

大和証券投資信託委託株式

会社 平成28年11月15日 平成28年11月21日
変更報告書

（注）３．

1,064,500 4.45

大和証券株式会社 44,100 0.18

アセットマネジメントOne

株式会社
平成29年１月31日 平成29年２月７日 変更報告書 1,350,300 5.64

三井住友アセットマネジメ

ント株式会社 平成29年２月15日 平成29年２月22日
変更報告書

（注）１．

1,107,000 4.62

株式会社三井住友銀行 207,343 0.87

三井住友アセットマネジメ

ント株式会社 平成29年３月15日 平成29年３月23日
変更報告書

（注）１．

839,900 3.51

株式会社三井住友銀行 207,343 0.87

　（注）１．三井住友アセットマネジメント株式会社及び株式会社三井住友銀行は共同保有者であります。

２．みずほ信託銀行株式会社及びみずほ投信投資顧問株式会社はアセットマネジメントOne株式会社の共同保有

者でありましたが、共同保有者から外れております。

３．大和証券投資信託委託株式会社及び大和証券株式会社は共同保有者であります。

４．上記大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会社

東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第62期（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）平成29年３月27日関東財務局長に提出

 

２【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成29年４月10日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成29年３月27日

に関東財務局長に提出

 

３【訂正報告書】

　訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を平成29年４月10日に関東財務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成29年４月10日）までの間

において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。以下

の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。

　また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平

成29年４月10日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

［事業等のリスク］

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平

成29年３月27日）現在において当社グループが判断したものであります。

①　経済動向に係るリスク

　当社グループでは事業拠点を世界各地域に分散させ、特定地域に偏らない事業展開を進めるとともに、特定の取引

先への依存度を過度に高くすることなく、幅広い分野の顧客向けに事業展開し、各国の景気変動の影響を最小限にと

どめるようにしております。また顧客からの要請に対しては迅速な設計、原材料調達先の多様化、部材の内製化、輸

送手段の効率化などを進め、顧客からの信頼性や品質・機能の要求を満たす製品を提供していく体制を作っておりま

す。しかし、当社グループが属する電子部品業界は世界経済の影響を受けやすい、変化の激しい業界であります。世

界各国の急激な景気変動の影響を受け、急激な需要の変化により、当社グループを取り巻く経営環境が直接あるいは

間接的に影響を受けることがあります。また、エレクトロニクス市場は今後も拡大していく市場であり、市場の拡大

は参入企業の増加、潜在的な競業企業の増加も考えられ、厳しい競争の中、製品に対する顧客の要求も厳しくなる可

能性があります。

②　為替動向に係るリスク

　当社グループの事業活動は、世界各地域において様々な通貨を通じて行われているため、為替相場の変動の影響を

受けます。当社グループでは、売上とコストの通貨バランスを図り、為替相場の変動の影響を極小化する対応に努め

ていますが、通貨のバランスが変動すること等により、営業損益が為替変動の影響を受ける可能性があります。ま

た、急激な為替変動により、外貨建ての債権債務の計上時期と決済時期の為替レートの差異から生ずる為替換算差損

が発生する可能性があります。当社グループの保有する外貨建ての資産、負債等を連結財務諸表の表示通貨である円

に換算することによって発生する為替換算調整額は、資本の部の「その他の包括利益累計額」に含めて報告されま

す。このため、当社グループの株主資本は為替相場の変動により影響を受ける可能性があります。また、インハウ

ス・バンクを中心にグローバルに取引通貨の相当部分を相殺しており、為替予約を行う等、為替変動による連結業績

への影響を最小限にとどめるように努めておりますが、連結財務諸表作成のため外貨建て財務諸表を日本円に換算し

た際に、為替変動より財政状態および経営成績は影響を受けることがあります。

EDINET提出書類

スミダコーポレーション株式会社(E01971)

有価証券届出書（参照方式）

16/19



③　金利動向に係るリスク

　当社グループでは、金利動向を的確に把握し機動的な資金調達を行う一方で、調達方法の多様化を図る等金利動向

の影響を最小限にとどめるべく対応しておりますが、借入金等に係る金利動向によっては、当社グループの収益に影

響を与える場合があります。

④　有利子負債に関するリスク

　当社グループでは、当事業の運営のため取引銀行からの借入金等の確保は不可欠であります。当連結会計年度末に

おける有利子負債（借入金および社債）の総資産に占める割合は45％となっております。そのため、経済状況の変化

により、金融機関の貸出し姿勢等が厳しくなり、当社グループの資金調達に支障をきたす状況となった場合、当社グ

ループの経営成績および財務状況に悪影響を与える可能性があります。

⑤　税務に係るリスク

　当社グループを構成する事業法人は世界十数カ国に存在し、それぞれが各国の税法に準拠して税額計算し、適正な

形で納税を行っております。当社グループとしては、各国制度法令解釈の相違により生じ得るリスクにも充分に留意

し、各国の諸規則を遵守しつつ、グループとしての最適なタックス・プランニングを検討、実施すべく対応に努めて

おります。しかしながら、近年各国はそれぞれの立場から移転価格等で適正税額を主張するスタンスをとっており、

各国での制度運用・解釈の結果が事業、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　繰延税金資産に係るリスク

　当社グループは、将来の課税所得に関する見積りを含めた予測等に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断を

行っております。将来の課税所得の予測が変更され、将来の課税所得に基づいて繰延税金資産の一部または全部の回

収ができないと判断された場合、当該繰延税金資産は減額され、当社グループの財政状態や経営成績に影響をもたら

す可能性があります。なお、繰延税金資産の計上は現行の税制度を前提として行っており、税制の改正が行われた場

合にも影響を受ける可能性があります。

⑦　技術革新および価格競争に係るリスク

　当社グループは変化の激しいエレクトロニクス業界において、常にリーディングカンパニーであることを目指し、

顧客に対しより良い製品を満足できる価格で提供し、顧客の支持を拡大できるよう努力を積み重ねております。当社

グループでは他社との製品上の競業関係において、より有利な地位を占めるため積極的な研究開発投資を続け、製品

の差別化を図り、価格面でも競争力のある製品を提供し続ける所存です。

　しかしながら、エレクトロニクス業界では当社グループと競業企業との間で技術面・価格面における競争は年々ま

すます激しいものとなっております。特に近年においては中国・台湾および韓国における現地競業企業の台頭がめざ

ましいものがあり、今後の業績に影響を与える可能性があります。

⑧　原材料等の調達に係るリスク

　当社グループは多くの原材料を外部調達しており、主要な原材料である銅、鉄、原油等の価格は国際市況に連動し

ていることから、市況の変動に伴い業績に影響を与える可能性があります。また、供給元における事故等の事由によ

る原材料の供給不足、供給中断により業績に影響を与える可能性もあります。

⑨　在庫リスク

　当社グループはお客様の短納期要求に対応して製品在庫を保有しております。生産拠点では受注生産を基本に、

リードタイム短縮を図り棚卸資産の削減に努めておりますが、顧客の需要予測の変動等によっては、当社グループが

在庫リスクを負うことになり、業績および財務状況に影響を与える可能性があります。

⑩　顧客に対する信用リスク

　当社グループの顧客の業績は、景気動向、個人消費動向や季節性、新製品導入、新しい仕様・規格に対する需要予

測および技術革新等の事業環境に影響を受けます。そのため、当社グループの顧客の事業環境が悪化し、財務上の問

題に直面した場合には、売上債権の一部が回収不能となることも想定され、当社グループの業績および財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。

⑪　海外展開に伴うリスク

　当社グループの製造拠点はほぼ海外（中国、ドイツ等）であり、中でも中国が中心となっております。また、当連

結会計年度の連結売上高の約80％が海外売上となっております。

　各国・各地域の政治、社会、経済状況等の情報把握には万全の努力を払っております。特に各地域における各種関

連法規制に関しましては、法令遵守の観点から適切な対応を図ってきておりますが、他方、近年、経済のクロスボー

ダー化の一層の進行の中で、制度変更あるいは各国間での制度対応の差異等が事業に影響を及ぼすケースも散見され

ており、経済合理性の観点から一段と海外事業展開を図る一方で、制度法令解釈の相違・変更により生じ得るリスク

にも充分に留意しつつ対応に努めております。また、海外の国または地域における労働市場を取り巻く社会環境・労

働環境の変化等に起因する労使関係の変化にも充分に留意しつつ対応に努めております。

　しかしながら、海外展開にあたっては、当社グループが事業展開を行っている地域での戦争・テロ等の政治的リス

ク、海外各国における予期せぬ法規制等の変更、社会環境・労働環境の変化、疾病の流行等の社会的リスク、景気動

向、為替変動等市場要因による経済的リスク等、様々なリスクが当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　また、中国等当社グループが製造を行う国または地域では労働集約的生産の側面があり、人件費、社会保険料の上

昇や制度変更等による生産コストアップが当社グループの事業展開、業績に影響を与える可能性があります。
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⑫　知的財産権に係るリスク

　当社グループでは、特許等知的財産権の管理を行う知財部門を強化し、当社グループの開発による新技術を確実に

当社グループで権利化するとともに、製品の開発・販売に際し、第三者の特許権、意匠権、その他知的財産権との抵

触が発生しないように事前調査を行い、抵触可能性が予見される場合は回避策をとるなど、第三者の知的財産権の侵

害を未然に防止できるよう、万全の注意を払っております。しかしながら、世界各国において特許が日々出願されて

おり、意図せずに第三者の特許権・意匠権等と抵触するような事態を招き、法廷の内外で相当の損害賠償金またはロ

イヤルティーを請求される可能性があります。また、当社グループは自前のブランドの価値を高める努力をしており

ますが、世界においては模造品が多数発生しております。当社グループは模造品撲滅に注力しておりますが、模造品

の流通により当社グループの売上が減少する可能性があります。

⑬　品質・製造物責任に係るリスク

　当社グループは常に製品の品質向上に尽力し、製品の品質確保に万全を期しておりますが、当社グループ製品の要

求仕様への不一致や欠陥により供給先である顧客の製造ラインが停止する事態や、欠陥を含んだ当社グループの製品

を利用した電子機器に不具合が生じる事態も考えられます。欠陥またはその他の問題が発生した場合は、当社グルー

プの売上高、市場シェア、当社グループブランドに対する信頼または評価、市場認知度、開発などに影響がでる可能

性があり、また顧客からの法的手段による請求の可能性もあります。

⑭　Ｍ＆Ａ等による事業拡大に係るリスク

　当社グループは技術力の強化や販売網の拡充を目的に、当社グループ以外の会社との事業提携、合併および買収

（以下Ｍ＆Ａ等）を行うことにより、中期経営計画の達成を目指しております。Ｍ＆Ａの実施にあたっては事前に相

乗効果の有無を見極めてから実施を決定し、完了後は相乗効果を最大にするように経営努力をしております。しかし

Ｍ＆Ａ等の完了後に、対象会社との経営方針のすりあわせや業務部門における各種システムおよび制度の統合等に当

初想定以上の負担がかかることにより、予想されたとおりの相乗効果が得られない可能性があります。また、Ｍ＆Ａ

等に係る費用等が、一時的に当社グループの経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性もあります。

⑮　情報セキュリティ

　当社グループは、技術、営業、その他の事業に関する営業機密を多数有しています。当社グループでは、情報管理

において万全の体制を構築しておりますが、予期せぬ事態によって情報が外部に流出し、これを第三者が不正に取得

し、使用する可能性もあります。こうした事態が発生した場合、当社グループの事業、業績および財政状態に悪影響

をおよぼす可能性があります。

⑯　大規模災害などのリスク

　大地震、洪水等の自然災害や内乱、疫病等により社会的に混乱がおきた場合、生産および販売活動に重大な悪影響

をおよぼす可能性があります。

⑰　人材の採用・確保について

　当社グループの事業展開は、開発、生産、販売、財務、経営管理等のすべてのプロセス、分野における優秀な人材

の確保に依存しています。特にグローバルな事業展開推進には、人材の確保が必要不可欠と考えています。しかし、

優秀な人材に対する需要が高まる一方、優秀な人材は限られており、その確保のための競争が激しくなっています。

これに対して当社グループでは、人材の確保に注力するとともに、適性を重視した配置など社員のモチベーションを

高める諸施策により、社員の定着・育成に努めております。しかし、雇用環境の変化などにより当社が求める人材の

確保やその定着・育成が計画通りに進まなかった場合には、当社グループの将来の成長に重大な影響を及ぼす可能性

があります。

⑱　公的規制とコンプライアンスについて

　当社グループは、国内および諸外国・地域において、法規制や政府の許認可等、様々な公的規制の適用を受けてお

ります。こうした公的規制に違反した場合、監督官庁による処分、訴訟の提起、さらには事業活動の停止に至るリス

クや企業ブランド価値の毀損、社会的信用の失墜等のリスクがあります。当社グループでは、公的規制の対象領域ご

とに主管する部門を決めて対応しております。また、公的規制に対応した社内ルールを定め、未然に違反を防止する

ための対応をとっております。これらの取組みに加え、当社ではコンプライアンス委員会を設け、法令遵守のみなら

ず、役員・従業員が共有すべき倫理観、遵守すべき倫理規範等を「スミダの経営に関する諸原則・行動規範」として

制定し、当社および関係会社における行動指針の遵守ならびに法令違反等の問題発生を全社的に予防するとともに、

コンプライアンス上の問題を報告する内部通報制度を設けております。しかし、グローバルに事業を展開するなか

で、国や地域において、公的規制の新設・強化や想定外の適用等により、当社グループが公的規制に抵触することに

なった場合には、事業活動が制限されたり、公的規制の遵守に係る費用が増加したりする等、当社グループの業績お

よび財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑲　環境規制などのリスク

　当社グループは、地球温暖化防止、水質汚濁、大気汚染、廃棄物処理、製品に含有する化学物質、土壌・地下水汚

染などに関する様々な環境法令の規制を受けております。当社グループでは、これら法令を遵守し、事業活動を進め

ておりますが、地球環境保全の観点から、今後ますます規制が強化され、これに適応するための費用の増大が予想さ

れます。また環境規制への適応が極めて困難な場合、想定を超える費用の発生や事業からの部分撤退、当社グループ

への社会的信頼が損なわれる可能性も想定され、当社グループの業績および財務状況に重大な影響を及ぼす可能性が

あります。
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⑳　事業運営に関するリスク

　事業運営リスクには法令違反、ヒューマンエラー、役職員による不正、外部の者による詐欺、法令違反等を原因と

する監督官庁の行政処分等が考えられますが、事業運営リスクが顕在化した場合、当社グループの社会的信用の低下

または事業運営の効率の低下等により業績および財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
スミダコーポレーション株式会社本社

（東京都中央区晴海一丁目８番10号　晴海アイランド　トリトンスクエア　オフィスタワーX棟　14階）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
　該当事項はありません。
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